
 

 

 

 

特別教育、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育講師養成講座、その他安全衛生教育等 

修了証の再交付（または書替）手続きのご案内 

 

手順ー１   修了証記載のご本人様からの資格照会お手続きのお電話もしくはメール 

お願いいたします。 

 

 注） 他教育機関での取得された特別教育等については、再交付等できませんので、あら

かじめご了承ください。 

 

手順ー２   申込書（ 次ページの「修了証再交付申込書」に必定事項を記載して FAX

もしくは郵送してください。ご不明な点がございましたら弊社まで電話もし

くはメール（弊社 HP のお問合せ欄から可能です）にてご連絡ください。 

 

手順ー３   申込書送付後、弊社の指定口座へ再交付等料金の送金手続きをお願いいた

します。なお、おそれいりますが送金手数料は申込者様にてご負担ください。 

 

以下、再交付手数料です。再交付には１，２週間程度時間を要しますのでご了承ください。 

 

 ※１）特別教育・安全衛生教育等修了証再交付等：２，２００円（送料・税込み） 

 

 ※２ 講師養成講座修了証再交付等：３，３００円（送料・税込み） 

修了証再交付のご案内 




